








子育てサポート事業 
☎問い合わせ先 TEL：0866-62-9517 ■ 子育て支援課（児童保育係）子育てサポート事業事務局 ………… 

育児の援助を行いたい人（おまかせ会員）と、育児の援助を受けたい人（おねがい会員）を登録し、お互い会員同

士で支え合う地域の援助活動です。利用希望者は事前の登録が必要です。 

（料金は令和６年９月現在のものです。岡山県の最低賃金に応じて変動します。） 
※交通費、食事、おやつ代、紙おしめ代等は、利用者の別途負担となります。※年末年始（12/28 ～ 1/4）は事業を行いません。 

児童会館 
TEL：0866-62-8117 
TEL：0866-62-4404 
TEL：0866-67-3760 
TEL：0866-72-1312 
TEL：0866-62-9517 

■井原児童会館 …………………………………………………… 

■木之子児童会館 ………………………………………………… 

■高屋児童会館 …………………………………………………… 

■芳井児童会館 …………………………………………………… 

■子育て支援課（児童保育係）…………………………………… 

☎問い合わせ先 

地域の児童に健全な遊び場を与えて、健康を増進し、情操を豊かにする児童厚生施設です。 
【遊べる時間】10:00～12:00 13:00～17:00 

【 休 館 日  】毎週月曜日、第３日曜日、年末年始（12月28日～1月4日） 

母親クラブ 
■木之子母親クラブ（木之子児童会館）………………………… TEL：0866-62-4404 

☎問い合わせ先 
■子育て支援課（児童保育係）…………………………………… TEL：0866-62-9517 

児童会館を拠点に保護者が自主的に活動する組織です。さまざまなイベントを通して親子同士の交流を図り、お

互いの悩みや子育てなど生活体験を話し合うことで親子の成長を支援しています。 

放課後児童クラブ 
☎問い合わせ先 ■ 子育て支援課（子育て支援係）………………………………… TEL：0866-62-9517 

保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学校児童を対象に、学校・家庭・地域の協力のもと、適切な遊びや生活
の場を与えて、その健全な育成と保護者の子育て支援を図ることを目的に実施しています。 

【市内のクラブ】いばらっ子クラブ、出部地区児童クラブ、四季が丘児童クラブ、いずえっ子クラブ、いずえっ子第２クラブ、高屋仲よしク
ラブ、たかやっ子クラブ、大江っ子児童クラブ、いなくらっ子夢クラブ、きのこ元気クラブ、県主児童クラブ、えばらっ子
クラブ、のがみっ子クラブ、青野仲よしクラブ、西江原キッズＡ、西江原キッズＢ、芳井ふれあい児童クラブ、美星児童ク
ラブ 

児童手当 
TEL：0866-62-9517 
TEL：0866-72-0110 
TEL：0866-87-3111 

■子育て支援課（子育て支援係）………………………………… 

■芳井振興課（市民福祉係）……………………………………… 

■美星振興課（市民福祉係）……………………………………… 

☎問い合わせ先 

18 歳到達後、最初の3 月31 日を迎えるまでの児童を養育している人に支給します。 

● 支給額（月額） 

【現況届】 
一部の方を対象に毎年６月に「現況届」を提出していただきま
す。この届は、毎年６月１日の状況を記載し、児童手当を引き
続き受ける資格があるかどうか確認するためのものです。 

※児童を養育している人の所得に関係なく、児童手当が支給されます。 

支 給 月  

毎年２月・４月・６月・８月・10 月・12 月に、
それぞれの前月分までを支給します。 

児童の年齢 児童手当の額（１人当たり月額） 第３子以降 

３歳未満 15,000円  
30,000円 

 

３歳以上から
高校生年代 

10,000円 

  

  

  

  

一般活動  軽度の病児  

基本活動日（月〜土）7:00〜20:00 1時間当たり940円 基本活動日（月〜土）7:00〜20:00 1時間当たり1,040円 

日、祝日、上記以外の時間 1時間当たり1,040円 日、祝日、上記以外の時間 1時間当たり1,140円 

料 金 おねがい会員がおまかせ会員に直接支払います。 

  

 















































































介護保険 介護保険のページは、令和６年10月現在の内容です。 

今後制度改正による変更も考えられます。詳しいことは介護保険課にご確認ください。 

65 歳以上の人（第１号被保険者）の保険料 
TEL：0866-62-9510 
TEL：0866-62-9519 
TEL：0866-72-0110 
TEL：0866-87-3111 

■税務課（市民税係）……………………………………………… 

■介護保険課 ……………………………………………………… 

■芳井振興課（市民福祉係）……………………………………… 

■美星振興課（市民福祉係）……………………………………… 

☎問い合わせ先 

● 保険料と所得階層 
65歳以上の人の保険料は、基準月額をもとに所得に応じて13 段階に設定し計算されます。 

基準月額は、介護保険事業計画の見直しに応じて３年ごとに設定されます。 

● 保険料（令和７年４月１日時点） 

※特別控除額とは、長期または短期譲渡所得の特別控除が適用される場合の控除額です。 

● 65歳以上の人の納め方 

65歳以上の人の保険料は、年金の額によって納め方が違います。 

■特別徴収 

老齢・退職・障害・遺族年金の年額が18万円以上ある人は、保険料が年金から特別徴収（いわゆる天引き）されます。 

ただし、年金が年額18万円以上でも次の場合は納付書や口座振替で納めること（普通徴収）があります。 

・年度途中で65歳（第1号被保険者）になった場合 

・他の市区町村から転入した場合 

・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合 など 

■普通徴収 

老齢・退職・障害・遺族年金の年額が18万円未満の人や、特別徴収以外の人は、納付書や口座振替などの方法で直

接市へ納めていただくことになります。 

所得段階 対象者 保険料の乗率 
保険料 

年額 月額 

 
第１段階 

 

生活保護受給者、市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、本人

及び世帯員全員が市民税非課税の人のうち、前年の本人年金収

入額及び合計所得金額から年金収入に係る所得金額と特別控除

額※を控除した金額の合計金額が80万9千円以下の人 

 
基準額 

×0.285 
 

 
21,600円 

 

 
1,800円 

 

第２段階 
本人及び世帯員全員が市民税非課税

の人のうち、前年の本人年金収入額
及び合計所得金額から年金収入に係

る所得金額と特別控除額を控除した

金額の合計金額が 

80万9千円を超え、 

120万円以下の人 

基準額 

×0.485 
36,700円 3,058円 

第３段階 
 
120万円を超える人 基準額 

×0.685 
51,800円 4,317円 

第４段階 本人が市民税非課税の人のうち、前年

の本人年金収入額及び合計所得金額

から年金収入に係る所得金額と特別

控除額を控除した金額の合計金額が 

80万9千円以下で世帯員の中

に市民税課税者がいる人 
基準額 

×0.90 
68,100円 5,675円 

第５段階 
80万9千円を超えて、かつ、
世帯員の中に市民税課税者
がいる人 

基準額 75,600円 6,300円 

第６段階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本人が市民税課税で、前年の合計所

得金額から特別控除額を控除した金

額が 

 

 
120万円未満の人 

基準額 

×1.20 90,800円 7,567円 

第７段階 
120万円以上 

210万円未満の人 

基準額 

×1.30 
98,300円 8,192円 

第８段階 
210万円以上 

320万円未満の人 

基準額 

×1.50 
113,400円 9,450円 

第９段階 
320万円以上 

420万円未満の人 

基準額 

×1.70 
128,600円 10,717円 

第10 段階 
420万円以上 

520万円未満の人 

基準額 

×1.90 
143,700円 11,975円 

第11 段階 
520万円以上 

620万円未満の人 

基準額 

×2.10 
158,800円 13,233円 

第12 段階 
620万円以上 

720万円未満の人 

基準額 

×2.30 
173,900円 14,492円 

第13 段階 
 
720万円以上の人 

基準額 

×2.40 181,500円 15,125円 

  

 


































































